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今月の記事
 　 02　マイナンバーカードについてのお知らせ
       02　令和４年度子育て世帯に対する給付金についてのお知らせ  

　  06　高齢者の「スマホ教室」に参加してみませんか
　  07　第３８回味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」の
                 開催中止について     

マイナンバーカードはおもちですか？
今月末までにカードを申請するとマイナポイント付与の対象となります

　町ではマイナンバーカードの申請を受け付ける特設窓口を開設しています。マイナンバーカードについては、２ペー
ジをご覧ください。

※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます


